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諮問第５０号                                                            別紙 

 

答     申 

 

第１ 審査会の結論 

 

１ 千葉市長（以下「実施機関」という。）が異議申立人に平成２７年５月２８日

付け千葉市指令保精第１０号により通知した公文書の全部開示決定に対し異議申

立人が実施機関に提出した平成２７年６月２２日付け異議申立書に係る異議申立

てについて、実施機関が行った当該全部開示決定は、妥当である。 

 

２ 実施機関が異議申立人に平成２７年５月２８日付け千葉市指令保精第１０号の

２により通知した公文書の部分開示決定に対し異議申立人が実施機関に提出した

平成２７年６月２４日付け異議申立書に係る異議申立ては、これを却下すべきで

ある。 

 

 

第２ 諮問に至る経過 

 

 諮問に至る経過は、次のとおりである。 

 

１ 公文書開示請求 

異議申立人は、平成２７年５月１５日付けで、千葉市情報公開条例（平成１２年

千葉市条例第５２号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、実施

機関に対して、「昨今、精神科医が精神保健指定医の指定を不正に取得した問題で、

千葉市は、精神保健指定医の指定を取り消された精神科医が千葉県内の強制入院に

関与していたと発表した。その件に関する情報一切、および、それにかかる不正請

求等に関する情報一切。」の開示を求める公文書開示請求書を提出し、実施機関は、

同日これを収受した。 

 

２ 開示決定 

実施機関は、別表の文書１については全部開示決定を、同表の文書２及び文書３

については同表の不開示とした部分の欄に掲げる情報が記録されている部分をそ

れぞれ該当条文の欄に掲げる条項に該当するとして不開示とし、その余の部分を開

示とする部分開示決定を行い、それぞれ、平成２７年５月２８日付け千葉市指令保
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精第１０号及び同日付け千葉市指令保精第１０号の２により、異議申立人に通知し

た。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は、実施機関が行った上記２の全部開示決定及び部分開示決定を不服

として、全部開示決定に対しては平成２７年６月２２日付けで、部分開示決定に対

しては同月２４日付けで、それぞれ実施機関に、行政不服審査法（昭和３７年法律

第１６０号）第６条の規定に基づき異議申立書を提出し、実施機関は、それぞれ同

月２５日にこれを収受した。 

なお、上記のとおり異議申立書は２件提出されているが、異議申立人は両者を併

合して諮問・審議することを求めている。 

 

４ 異議申立人と実施機関による協議 

異議申立てがあった後、異議申立人と実施機関が協議し、実施機関から異議申立

人に対して不開示部分の理由の詳細説明を行った上で、異議申立人が「情報の探索

が不十分」であるなど主張する点について、どのような文書を意図しているのかな

どについて協議を行った。 

 

５ 公文書の特定の追加 

上記４の協議を踏まえ、実施機関は、別表の文書４ないし文書９を本件開示請求

に係る対象文書として新たに特定し、別表の不開示とした部分の欄に掲げる情報が

記録されている部分をそれぞれ該当条文の欄に掲げる条項に該当するとして不開

示とし、その余の部分を開示とする部分開示決定を行った上で、後述する諮問まで

の間に、異議申立人にこれらの文書を送付した。 

なお、当該部分開示決定の通知については、改めて平成２７年５月２８日付け千

葉市指令保精第１０号の２を送付する形で行った。 

 

６ 諮問 

千葉市長は、条例第１９条の規定に基づき、平成２７年９月８日付け２７千保精

第７９４号により、本審査会に諮問した。 

 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 

 異議申立書、意見書等の提出書類及び口頭意見陳述による異議申立人の主張の要旨
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は、次のとおりである。 

 

１ 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、対象情報をさらに特定して全部開示を求めるものとして平

成２７年５月２８日付け千葉市指令保精第１０号による全部開示決定処分の取消

しを求め、及び不開示部分の開示を求めるものとして平成２７年５月２８日付け

千葉市指令保精第１０号の２による部分開示決定処分の取消しを求めるものであ

る。 

 

２ 異議申立ての理由 

（１）条例第７条第２号非該当性 

ア 千葉市長が措置権者であり、強制入院の対象者が千葉市民なのか否かを主権

者に説明する責任を果たすため、措置入院となった対象者の住所は市町村名ま

で開示すべきである。また、診断名は、氏名と住所等を非開示とすれば、これ

を開示しても個人を特定できず個人の権利利益を害することにもならない。 

イ 陳述者及び診察に立ち会った者については、氏名と連絡先等を非開示とすれ

ば特定個人を識別することもできず、個人の権利利益を害することもないので、

これらの者の続柄は開示すべきである。 

ウ 精神保健指定医（以下「指定医」という。）の債権者番号、郵便番号、住所、

指定医証の番号及び交付年月日は、特別公務員の職務遂行の内容で、強制的精

神医療の内容に係るものであり、説明責任の観点からも条例第７条第２号ただ

し書アイウ全てに該当する。 

エ 報道機関の記者名については、一般に、報道記事には記者が記名することに

なっているため説明責任の観点からも条例第７条第２号ただし書アに該当す

る。そして、ＮＨＫは放送法（昭和２５年法律第１３２号）の規定に基づく特

殊法人であり、公共団体であることから説明責任が高まるとともに、ＮＨＫ情

報公開規程によって、当該情報を開示する旨が規定されているため、同号ただ

し書アに該当する。 

オ 公文書の文書番号や日付は、個人に関する情報でさえないことから、条例第

７条第２号に該当しない。 

カ 公文書の文書番号や日時、診察医の氏名、診察場所、病院名、入院先医療機

関、取扱い保健所名、引渡先、主治医氏名について、実施機関は間接的に対象

者が特定されることを懸念している。しかしながら、他の自治体における本件

同様の開示請求の事例では、保健所名、診察医の氏名、主治医氏名、病院名等

は開示されているが、実施機関が表明するおそれは現実のものとなっていない。 
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また、本件処分において、警察署名、立ち会った市の職員の氏名は開示され

ているが、これによって、対象患者は特定されていない。そして、当該情報は、

すでに対象者を特定している人間であれば開示を経なくとも知っているか、周

囲の人間に聞くなどして正当かつ容易に知ることができるものである。このよ

うな場合には、当該情報は開示すべきであるという答申がある。 

間接的に患者の個人情報を開示することを回避するためと言っているものの、

指定医の氏名を開示したくないからであって、対象患者の個人情報という弁明

は口実である。すでに開示になった情報、すでに報道等で公表されている情報

とこれらの情報を組み合わせても、一般の人には対象者を特定することができ

ず、特定することができる立場の人間は、患者の家族や担当の医療者といった

すでに患者を特定することができる人のみである。 

当該指定医の氏名は、厚生労働省のプレスリリースや、マスメディアによっ

ても公表されており、他の自治体においても、指定医の氏名、印影、診断日、

診察日時、診察に立ち会った職員氏名、「行政庁の措置」欄の記載内容、診断

書の様式は、開示することとなっていることから、当該指定医の氏名は、条例

第７条第２号ただし書アに該当する。 

キ 医師が指定医であるか否かであるという情報は、行政機関の保有する情報の

公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）で請求すれば、開示される情報

である。 

また、指定医が診察のため、対象者の居住する場所に立ち入る場合には、身

分を示す証票を携帯し、本人や関係人の請求のあるときは提示しなければなら

ないとされているが、病院において診察を行う場合も、通常、求められればこ

れに準じた取扱いが行われていること、指定医の職務全般に診療録記載義務が

課されていることなどを踏まえれば、指定医の氏名等は、公表しても、社会通

念上個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報ではない。したがって、

条例第７条第２号ただし書全てに該当する。 

さらに、内閣府情報公開・個人情報保護審査会の答申によると、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「精神保健

福祉法」という。）の各規定によって指定医という特別公務員が公権力の行使

をするに当たって、職務職責が極めて重大であり、その立場は、当該職務を遂

行するに必要な知識及び技能を求められる高度な専門職であって、社会的責任

が極めて強大な公的性格があると認められるとした。そして、指定医の判断は、

人の自由に対する権利に著しい制限を加える性質があるから、社会的責任が重

大であり、社会が指定医に十分な専門性を期待することは当然であり、したが

って、指定医が十分な専門性を有しているかという情報は、広く一般に公にさ
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れていることが求められているというべきとしている。 

ク 世に激震が走った聖マリアンナ医科大学の指定医の不正取得事件は、いわゆ

る精神障害者や知的障害者に限らず、我が国で生活する人間全体の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報で

あり、第２号ただし書イに該当する。実施機関は、本件を個別案件であり、患

者の個人情報を公にする必要はないと主張したが、ただし書イに当たるか否か

の判断は、対象情報が個別案件であるか否かで左右される性質のものではない。

指定医や病院の情報は患者の個人情報ではなく指定医という公務員側の情報

である。 

ケ 指定医は、精神保健福祉法第１９条の４第２項が指定する国家公務員及び地

方公務員であり、精神保健福祉法第１９条の４第２項の職務遂行の内容に係る

情報は、氏名とともに、第７条第２号ただし書ウに該当する。 

 

（２）条例第７条第６号非該当性 

実施機関は、「そもそも診察を引き受けることが可能な指定医が少なく、措置

診察の実施に苦慮している現状がある」と主張しているが、千葉市は、十分な指

定医数を確保している千葉県と比べても人口に対する指定医の割合が約２．４２

倍であり、指定医数は十分と言える。 

また、実施機関は、指定医の氏名を公にすることにより、「精神疾患を有する

患者や措置診察を受けた者から関係者が不当な問い合わせや圧力、干渉等が発生

する」こと及びその「不当な問い合わせや圧力、干渉等を懸念して、指定医とな

るべき者が、今後の措置診察依頼の受入れをためらったり、また、措置診察を行

った場合においても、診察の公正な判断に支障が出る」ことを懸念している。し

かし、指定医やその関係者への問い合わせ、職務の改善や謝罪等の要望、行政交

渉は、精神疾患を有する患者等の基本的人権であるが、実施機関は、どのような

ものを「不当な問い合わせや圧力、干渉等」と考えているかを説明していただき

たい。 

精神保健福祉法第１９条の４の第３項により、措置診察は義務とされており、

措置診察依頼の受入れをためらうという事態は生起し得ない。 

 

（３）条例第９条該当性 

精神保健指定医は、たとえ普段は民間病院に勤務していたとしても、精神保健

福祉法第１９条の４第２項の規定による特別職の公務員であり、対象者の意思に

反して人権を制限して強制的に対象者を拘束し監禁し入院加療させる強大な法

的権限を持っているのであるから、条例第９条の規定に基づく、公益上の理由に
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よる裁量的開示を行うべきである。 

 

（４）公文書の特定 

ア 情報の検索が不十分であるか、又は、対象情報が情報公開の対象外であると

判断することが違法である。 

イ 「聖マリアンナ医科大学は、指定医に上乗せされる診療報酬について、不当

に受け取った分については、自主返還を検討する」と新聞報道されている。ゆ

えに、千葉市と聖マリアンナ医科大学で、自主返納や報酬の取扱いについて公

文書で遣り取りをした可能性がある。本件の担当課以外も確認されたい。 

ウ 他の自治体と比較すると、強制入院の要否判定に関与した聖マリアンナ医科

大学の元指定医の勤務先等職歴に関する公文書が特定されていない。 

エ 精神保健福祉法による手続から、少なくとも、千葉市のいずれかの保健所に

存在する公文書のうち、本件開示請求の内容を満たす公文書が存在すると言え

る。また、精神保健福祉法の規定による処分又は公権力の行使に対する不服申

立ては千葉市精神医療審査会に対して行うものであり、その事務局が千葉市こ

ころの健康センターであることから、当該センターも本件対象文書を保有して

いると考えられる。 

したがって、当該保健所及び当該センターを本件開示請求の担当課に加え、

本件の答申を踏まえた上で改めて開示決定等を示すべきである。 

 

３ その他の主張 

（１）教示の不備 

全部開示の決定通知書に教示文がないことは、不服申立てをしようとする開示

請求者に、全部開示決定に対しては文書の特定等について不服申立てができない

と思わせる効果があるため、全部開示決定に対して不服申立てをする権利を侵害

しており、違法・不当である。 

 

（２）理由説明書を作成した実施機関職員の氏名の欠落 

実施機関は、理由説明書を実際に作成した職員及び理由説明書の責任者の氏名

を記載していなかった。行政の説明責任を果たすべく、本件でも明らかにすると

ともに、今後は理由説明書に記載すべきである。 

 

 

第４ 実施機関の説明要旨 
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 異議申立てに対する実施機関の理由説明書及び口頭による説明の要旨は、次のとお

りである。 

 

１ 本件公文書について 

実施機関は、指定取消処分を受けた医師が関与した措置入院手続に係る決裁５件

（別表の文書２ないし文書６）、当該措置診察実施による報償費の支出に係る決裁

１件（別表の文書７）、聖マリアンナ医科大学病院からの該当医師の有無の照会、

回答に係る決裁１件（別表の文書８）、指定取消処分を受けた医師による千葉市の

措置診察実施状況についての広報連絡書１件（別表の文書１）、指定取消に係る千

葉市の対応についての取材報告書１件（別表の文書９）を、開示請求に係る対象文

書として特定した。 

 

２ 部分開示決定を行った理由について 

（１）条例第７条第２号該当性について 

ア 部分開示決定において、条例第７条第２号に該当するものとして不開示とし

た部分は次のとおりである。 

 

 不開示とした部分 該当公文書 

①  措置入院となった対象者の住所、氏名、性別、生年月日、

診断名、保護の事由、発見の場所、調査時の状況等、職業、

生活歴、入院歴、問題行動・状態像、診察時の特記事項、

聴取内容、入院以降の経過 

別表の文書２～

文書６ 

②  陳述者の氏名、続柄、連絡先 別表の文書２～

文書５ 

③  診察に立ち会った者（親権者、配偶者等）の氏名、続柄 別表の文書２～

文書５ 

④  保護者の氏名、続柄、生年月日、住所 別表の文書３・

文書６ 

⑤  指定医の債権者番号、郵便番号、住所、指定医証番号、交

付年月日 

別表の文書７・

文書８ 

⑥  報道機関の記者名 別表の文書９ 

⑦  文書番号、日時 別表の文書２～

文書７ 

⑧  診察医の氏名、診察場所、入院先医療機関、取扱い保健所 別表の文書２～
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名、引渡先、主治医氏名 文書８ 

 

イ ①～⑥は、直接的に特定の個人を識別することができるものであることから、

条例第７条第２号にいう「特定の個人を識別することができるもの」であり、

同号ただし書のいずれにも該当しないと判断したものである。 

ウ ⑦と⑧は、直接的に対象患者が識別される情報ではないものの、当該案件が

過去５年において千葉市が実施し当該医療機関へ措置入院となった唯一の事

案であり極めて限定的な事案であること、その診察場所及び入院先医療機関が

所在する地域では措置入院を受け入れる医療機関が限られていること、その地

域性等の特別の理由により、公にすることにより入院先医療機関が判明し、対

象患者が特定されるおそれがあることから、条例第７条第２号にいう「他の情

報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるも

の」であり、また、当該事案の経緯を少しでも知っていた者にとっては文書番

号や日時から類推して、当該患者が実は精神疾患を持っていたことや措置入院、

隔離措置をされたこと等が知られるおそれがあること、対象情報は当該患者の

心身の状況・病歴等であり、患者個人の人格と密接に関連する内容が記録され

ていることから、同号ただし書に規定する「法令若しくは他の条例の規定によ

り又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」や「人

の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報」のいずれにも該当しないと判断したものである。 

エ 異議申立人は、指定医が特別職の公務員であること、厚生労働省のプレスリ

リースや新聞報道を挙げて、当該指定医の氏名が条例第７条第２号ただし書ア

に該当するとしている。 

しかし、厚生労働省のプレスリリースなどでは、指定取消となった医師名は

公表しているが、具体的な職務として何を行ったかまでは公表していない。ま

た、医師が指定医の地位にあることについて公にすることは当然に予定されて

いるものではない。公務員として職務を行うのは、精神保健福祉法第１９条の

４第２項に基づく場合のみであって、指定医証についても立入検査等その職務

を行う際、関係者からの請求があった時に提示しなければならないこととされ

ており、関係者以外について提示を必要としておらず、指定医であることをも

って、直ちに一般に公にすることを予定しているとはいえない。 

さらに、指定医は異議申立人の主張のとおり措置診察を行う上で特別職の公

務員の地位を有することとなるが、その地位を有するとしても、患者個人を識

別できる情報までも、当然に開示しなければならないということにはならない。 

通常、緊急措置入院の場合、措置診察をした医師の勤務先医療機関に入院す
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るため、医師名の開示が入院先医療機関の開示とほぼ同一の意味を持つ。した

がって医師名を開示することにより、当該患者の入院先医療機関が判明するこ

とになるため開示することはできない。 

オ 異議申立人は、条例第７条第２号ただし書イに該当する理由として、「世に

激震が走った聖マリアンナ医科大学の不正取得事件は、いわゆる精神障害者や

知的障害者に限らず、我が国で生活する人間全体の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、公にすることが必要である」ことを挙げている。 

本案件については、緊急措置診察を実施し、要緊急措置入院の判定を行った

個別案件に過ぎず、患者個人の情報までも公にすることが必要であるとは認め

られない。 

カ 異議申立人は、指定医は特別職の公務員であり、その職務遂行の内容に係る

情報は、氏名とともに条例第７条第２号ただし書ウに該当するとしている。 

しかし、指定医の氏名及びその職務内容が公務員の職務遂行に関する情報に

該当するとしても、上記エのとおり開示することはできない。 

 

（２）条例第７条第６号該当性について 

ア 部分開示決定において、別表の文書７に記録される指定医の氏名は、条例第

７条第６号に該当するものとして、不開示とした。理由は以下のとおりである。 

イ 措置入院の手続は２４時間体制で行っており、精神疾患の急激な発症や精神

症状の急変などにより自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそ

れがあるため、緊急かつ迅速な専門的・医学的判断に基づく手続の執行が求め

られる。また、指定医は、所属医療機関での業務が多忙であるなかで、措置診

察を引き受けてもらっているものの、そもそも診察を引き受けることが可能な

指定医が少なく、措置診察の実施に苦慮している現状があることを考慮すると、

指定医の氏名は、公にすることにより、精神疾患を有する患者や措置診察を受

けた者から関係者が不当な問い合わせや圧力、干渉等が発生するおそれがある

こと、また、不当な問い合わせや圧力、干渉等を懸念して、指定医となるべき

者が、今後の措置診察依頼の受入れをためらったり、また、措置診察を行った

場合においても、診察の公正な判断に支障が出るおそれがあることから条例第

７条第６号にいう「本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは

地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることに

より、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」であると判断したものである。 

 

３ 異議申立書記載の主張について 



 10 

（１）対象公文書の特定について 

開示請求書には、「不正請求に関する一切」という記載があるが、当該医師を

含めて指定医に関する全ての報酬関係資料は請求の対象として特定しており、そ

もそも、指定を取り消された医師は、事案当時、指定医の資格を保持しており、

診察の妥当性についても検証済みであることから、不正請求にも該当しない。ま

た、本市では、精神保健福祉法第１９条の２第４項による通知は行っていないた

め、「内部告発」に該当する公文書も存在しない。 

なお、異議申立人に対して、業務の流れ等をもとに、これ以上の公文書は本市

には存在しない旨を説明し、どのような公文書が特定から漏れていると考えてい

るのかなど、開示請求の趣旨の聞き取りを改めて実施したが、異議申立人から、

具体的な文書名等の回答はなかった。 

 

（２）条例第９条（公益上の理由による裁量的開示）該当性について 

異議申立人は、「条例第９条に基づく公益上の理由による裁量的開示を行うべ

きである」と主張しており、その理由として、指定医は、精神保健福祉法の規定

による公務員であり、強大な法的権限をもっていることを挙げている。 

条例第９条の「公益上特に必要があると認められるとき」とは、条例第７条第

２号ただし書イの規定又は同条第３号ただし書の規定による人の生命、健康、生

活又は財産の保護という個人的な法益保護のための開示義務に比べ、より広い、

社会的、公共的な利益を保護する特別の必要性がある場合のことを想定している。 

本案件については、緊急措置診察を実施し、要緊急措置入院の判定を行った個

別案件に過ぎず、その個別案件を開示すべき上記必要性があるとはいえるもので

はないことから、患者個人の情報までも公にすることが必要であるとは認められ

ない。 

 

 

第５ 審査会の判断 

 

 審査会は、本件公文書並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明を検討した結果、

以下のように判断する。 

 

１ 異議申立ての有効性について 

上記第２で述べたとおり、異議申立人は、実施機関が平成２７年５月２８日付け

千葉市指令保精第１０号により通知した全部開示決定に対し同年６月２２日付け

異議申立書による異議申立て（以下「第１異議申立て」という。）を、同年５月２
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８日付け千葉市指令保精第１０号の２を同日に送付することにより通知した部分

開示決定（以下「第１部分開示決定」という。）に対し同年６月２４日付け異議申

立書による異議申立て（以下「第２異議申立て」という。）を、それぞれ行ってい

る。 

その後、本審査会への諮問がなされるまでの間に、実施機関は異議申立人との協

議を踏まえて、第１部分開示決定における対象公文書を追加した上で、改めて同年

５月２８日付け千葉市指令保精第１０号の２を異議申立人に送付することにより、

新たに部分開示決定（以下「第２部分開示決定」という。）を行っている。 

この第２部分開示決定により、第１部分開示決定は実施機関が職権で取り消した

ものと認められ、これにより消滅した第１部分開示決定の取消しを求める第２異議

申立ての利益は消滅したものといわざるを得ない。 

一方、本件全部開示決定については、第２部分開示決定によりその効力に影響が

あるものではなく、第１異議申立ての効力にも影響はない。 

 

２ 本件全部開示決定に係る公文書について 

本件全部開示決定に係る公文書は、別表の文書１であり、平成２７年４月３０日

付けで実施機関が「精神保健指定医の指定の取消処分を受けた医師による措置診察

等の実施状況について」報道発表した資料に係る文書である。 

 

３ 公文書の特定について 

異議申立人は、第１異議申立てにおいて、実施機関の情報の検索が不十分であり、

又は対象情報が情報公開の対象外であると判断することが違法であるとし、対象文

書をさらに特定し、全部開示決定すべきであると主張しているため、この点につい

て検討する。 

 

（１）千葉市と聖マリアンナ医科大学とでやり取りした自主返納や報酬の取扱いに関

する公文書について 

異議申立人は、指定医が不正に受け取った診療報酬の自主返納に関する新聞報

道をもとに、千葉市と聖マリアンナ医科大学との間でやり取りをした文書が存在

する可能性があると主張する。 

しかし、実施機関の説明によると、措置診察の報酬については千葉市と指定医

との間でやり取りを行うもので、そもそも措置患者が聖マリアンナ医科大学を受

診した事例はなく、診療報酬の自主返納に関して、千葉市と聖マリアンナ医科大

学がやり取りをしたことはないとのことであり、当該説明に不自然、不合理な点

は認められない。 
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（２）聖マリアンナ医科大学の元指定医の勤務先等職歴に関する公文書について 

異議申立人は、他の自治体と比較して、聖マリアンナ医科大学の元指定医の勤

務先等職歴に関する公文書が特定されていないと主張するが、他の自治体で文書

が特定されたことのみをもって、千葉市においても対象文書が存在すると認める

ことはできない。 

一方、実施機関の説明によると、措置診察を行う上では、指定医であることを

もって診察命令を出しているのであり、指定医の職歴を使用することはなく、把

握する必要性もないし、本件指定医は千葉市に登録された指定医でもないため、

指定申請の関係書類も千葉市で保有していないとのことであり、当該説明に不自

然、不合理な点は認められない。 

 

（３）保健所及びこころの健康センターにおける対象文書の存在について 

ア 異議申立人は、精神保健福祉法による手続から千葉市のいずれかの保健所に

本件開示請求の内容を満たす公文書が存在すること、千葉市精神医療審査会の

事務局である千葉市こころの健康センターも本件対象文書を保有していると

考えられることを主張するので、この点について検討する。 

イ まず、保健所における対象文書の存在について検討すると、本件措置入院等

に係る精神保健福祉法による手続においては、警察官からの通報は最寄りの保

健所長を経て都道府県知事又は政令指定都市の市長に対して行うものとされ

る（精神保健福祉法第２３条）など、確かに、異議申立人が主張するとおり、

千葉市保健所が当該手続に関与しているものと認められる。しかし、千葉市事

務分掌規則（平成４年千葉市規則第２号）では、「精神障害者の入院及び移送

に関すること」は、保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課の所掌事務とされて

おり、実施機関の説明によると、当該業務に携わる精神保健福祉課の職員は保

健所の職員としての兼務発令を受け、精神保健福祉課において保健所の所掌事

務を行っているとのことである。 

したがって、異議申立人が主張するような保健所が関与する手続は精神保健

福祉課において行われており、これに関連する公文書は、全て精神保健福祉課

において保有しているものと考えられる。 

ウ 次に、こころの健康センターにおける対象文書の存在について検討すると、

精神医療審査会における審査対象は、措置入院者の定期病状報告及び医療保護

入院届並びに退院等の請求であるところ（精神保健福祉法第３８条の３及び第

３８条の５）、最初の定期病状報告は措置入院後３か月が経過した際に提出さ

れるもので（精神保健福祉法第３８条の２第１項及び精神保健及び精神障害者
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福祉に関する法律施行規則（昭和２５年厚生省令第３１号）第１９条第３項）、

本件患者は当該期間経過前に退院していることが認められる。また、本件患者

等が退院等の請求をしている事実もない。 

以上の指定医に係る業務の流れから考えると、存在する文書を全て特定して

いるとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。 

 

 

 以上により、冒頭の「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

 

第６ 附帯意見 

 

第２異議申立てが却下されるべきものであることについては以上で述べたとおり

であるが、異議申立人は第２部分開示決定を前提とした審理を求め、意見書の提出

や口頭意見陳述を行っていること、実施機関も第２部分開示決定を前提として本審

査会に諮問及び理由説明書の提出を行っていることを踏まえ、「附帯意見」として、

以下のとおり第２部分開示決定における実施機関の判断について意見を述べること

とする。実施機関においては、この意見を踏まえ速やかに開示決定を行うなど適切

な措置を講ずることを期待する。 

 

１ 第２部分開示決定に係る公文書について 

第２部分開示決定に係る公文書は、別表に掲げる各文書（文書１を除く。）であ

り、その概要は、以下のとおりである。 

 

（１）文書２ないし文書５は、精神保健福祉法の規定による通報の受理、緊急措置入

院及び措置入院のための診察命令、当該診察結果の千葉市保健所から千葉市長へ

の報告、緊急措置入院及び措置入院の決定といった一連の手続において、実施機

関が作成し、又は取得した文書である。 

 

（２）文書６は、精神保健福祉法第２９条の５の規定により、本件患者の入院先医療

機関が保健所を経由し、千葉市長に届出を行う手続に関し、実施機関が作成し、

又は取得した文書である。 

 

（３）文書７は、実施機関が、特定月に診察を行った指定医に対して報償費を支給す

る手続において作成した文書であり、本件において指定取消処分を受けた指定医
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が対象に含まれているものである。 

 

（４）文書８は、平成２７年４月２８日付けで聖マリアンナ医科大学から、同月１５

日付けで厚生労働省が報道発表した件について、実施機関に対して調査の依頼が

あり、これに回答するに当たって実施機関が作成し、又は取得した文書である。 

 

（５）文書９は、当該報道発表後、報道機関から実施機関に対して取材があった際に、

実施機関が作成した取材報告に係る文書である。 

 

２ 条例第７条第２号（個人情報）該当性について 

（１）実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報 

実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報については、以下のように

まとめることができる。 

 

① 措置入院となった対象者の住所、氏名、性別、生年月日、診断名、保護の 

事由、発見の場所、調査時の状況等、職業、生活歴、入院歴、問題行動・状 

態像、診察時の特記事項、聴取内容、入院以降の経過 

② 陳述者の氏名、続柄、連絡先 

③ 診察に立ち会った者（親権者、配偶者等）の氏名、続柄 

④ 保護者の氏名、続柄、生年月日、住所 

⑤ 指定医の債権者番号、郵便番号、住所、指定医証番号、交付年月日 

⑥ 報道機関の記者名 

⑦ 文書番号、日時 

⑧ 診察医の氏名、診察場所、病院名、病院住所、入院先医療機関、取扱い保 

健所名、引渡先、主治医氏名 

 

（２）本号の趣旨及び解釈 

本号本文は、プライバシーを最大限に保護するため、明らかに個人のプライバ

シーに関する情報と判別できる場合に限らず、特定の個人を識別することができ

るものは一切不開示とすることを原則としている。 

その一方で、本号ただし書は、個人の利益保護の観点から不開示とする必要の

ないものや公益上公にする必要の認められるものについては、例外的に開示する

こととしたものである。 

 

（３）①から⑧までに掲げる情報の本号該当性について 
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上記①から⑧までに掲げる情報の本号該当性について、以下順に検討する。 

 

ア ①に掲げる情報について 

まず、対象者の住所、氏名、性別及び生年月日は、特定の個人を識別するこ

とができる情報である。異議申立人は、対象者の住所は市町村名まで開示すべ

きであると主張する。しかし、基本的に住所は市町村名から区名、地番など全

てを一体として取り扱うべきものであるところ、明らかに在住する市区町村が

判明する場合は例外的に住所の一部を開示することがありうるものの、本件に

おいては、当該例外には該当しない。また、異議申立人は千葉市長が措置権者

であることをもって対象者が千葉市民であるかを主権者に説明する責任がある

と主張するが、千葉市長が措置権者であることをもって、対象者が千葉市民で

あるか否かを公にする必要があると直ちにいえるものではない。 

対象者に対する診察の診断名について、異議申立人は、対象者の氏名と住所

等を不開示とすれば、個人を特定できないと主張する。しかし、診断名などの

医療情報は特にプライバシー性の高いものであり、①に掲げるその他の情報も

含め、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるものに該当する。 

したがって、①に掲げる情報は、条例第７条第２号本文に該当し、かつ、本

号ただし書のいずれにも該当しないため、これを不開示とした実施機関の判断

は妥当である。 

 

イ ②から④までに掲げる情報について 

異議申立人は、氏名と連絡先等を不開示とすれば個人を特定できないと主張

する。しかし、②から④までに掲げる情報は、上記アで述べた個人識別性が認

められる情報と公文書としては一体をなす情報で、いずれも特定の個人を識別

することができるものであり、個々の情報単体としても特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるものである。また、措置の決定に当たっては、陳述者や診察に立ち会っ

た者の証言等が重要であるため、誰が証言したかについては、慎重に取り扱う

必要があり、患者本人や関係者など当該事案を少しでも知っていた者にとって

は、続柄を開示することにより、証言した者が特定されるおそれがあるといえ

る。 

したがって、②から④までに掲げる情報は、条例第７条第２号本文に該当し、

かつ、本号ただし書のいずれにも該当しないため、これを不開示とした実施機

関の判断は妥当である。 
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ウ ⑤及び⑥に掲げる情報について 

いずれも特定の個人を識別できる情報であり、条例第７条第２号本文に該当

する。 

次に、⑤に掲げる情報の本号ただし書の該当性について検討すると、異議申

立人は、これらの情報は特別公務員の職務遂行の内容で、強制的精神医療の内

容に係るものであり、説明責任の観点から本号ただし書全てに該当すると主張

する。しかし、⑤に掲げる情報は、公務員ではなく一私人としての個人を直接

的に識別できる情報であり、公にされ、又は公にすることが予定されている情

報でもなければ、人の生命等を保護するために公にすることが必要であると認

められる情報でもない。したがって、⑤に掲げる情報は、本号ただし書のいず

れにも該当すると認めることはできない。 

次に、⑥に掲げる情報の本号ただし書の該当性について検討すると、異議申

立人は、一般に報道記事には記者が記名することになっていること、ＮＨＫは

公共団体であり、情報公開規程によって、当該情報を開示する旨が規定されて

いることを理由に、本号ただし書アに該当すると主張する。しかし、全ての新

聞記事において記者が記名しているわけではなく、また、本件取材報告書は、

報道機関の従業員としての記者を名乗る者との取材対応記録に過ぎず、ＮＨＫ

が特殊法人であることや情報公開規程があることをもって、慣行として記者名

を公にし、又は公にすることが予定されているものとはいえない。したがって、

⑥に掲げる情報が本号ただし書アに該当すると認めることはできない。 

以上から、⑤及び⑥に掲げる情報を不開示とした実施機関の判断は妥当であ

る。 

 

エ ⑦に掲げる情報について 

まず、文書番号は、当該年度に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得し

た文書に、順に割り振られている番号に過ぎず、これをもって、実施機関が主

張するような本件患者の特定がなされるおそれはない。したがって、文書番号

は、年度を表す部分を除いては、条例第７条第２号本文に該当せず、開示すべ

きである。 

次に、異議申立人は、各文書の日付は個人に関する情報でないと主張する。

しかし、各文書の日付は、本件患者が措置入院していた時期を示すものとなり、

上記アで述べた個人識別性が認められる情報と公文書としては一体をなす情報

で、情報単体としては特定の個人を識別することはできないが、公にすること

により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。したがって、
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各文書の日付及び文書番号のうち年度を表す部分は条例第７条第２号本文に該

当し、かつ、本号ただし書のいずれにも該当しないため、これを不開示とした

実施機関の判断は妥当である。 

 

オ ⑧に掲げる情報について 

実施機関は、当該案件が極めて限定的な事案であること、その診察場所及び

入院先医療機関が所在する地域では措置入院を受け入れる医療機関が限られて

いること、その地域性等の特別の理由から公にすることにより入院先医療機関

が判明し、対象患者が特定されるおそれがあることから、⑧に掲げる情報を公

にした場合、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものであると主張する。 

しかし、実施機関の主張を前提とし、本件患者の入院先が判明したとしても、

一般人は、医療機関の名称自体から入院患者を特定することはできないし、医

療機関が患者の情報を第三者に教えることは通常考えられない。また、実施機

関が主張する「当該案件を少しでも知る者」の具体的内容が明らかでないが、

同室に入院していた患者や見舞いに来た人など、当該患者を知ることができた

特別な立場の人においても、過去の事案について当該患者が識別されるとは考

えづらい。さらに、すでに当該患者は退院しており、病院を訪ねても患者を特

定することはできない。 

したがって、実施機関が主張するような患者が特定されるおそれがあるとは

認められない。 

なお、⑧に掲げる情報は、本件措置入院等に係る診察を行った指定医の氏名

及び取扱い保健所名に該当する情報を除き、指定医の公務員としての職務の遂

行に係る情報で、当該職務の遂行の内容に係る部分にも該当する。 

以上から、⑧に掲げる情報（指定医の氏名を除く。）は、条例第７条第２号

を根拠として不開示とすることは妥当でない。⑧に掲げる情報のうち、指定医

の氏名については、さらに同条第６号該当性について検討する必要があり、こ

の点は３で後述するが、⑧に掲げるその他の情報は、開示すべきである。 

 

カ その他異議申立人が本号ただし書に該当すると主張する点について 

以上のほか、異議申立人は、不開示とした情報全般について、本号ただし書

イ又はウに該当すると主張しているため、この点について検討する。 

まず、本号ただし書イの該当性について、異議申立人は、指定医の不正取得

事件は、我が国で生活する人間全体の生命等を保護するために、公にすること

が必要であると主張する。しかし、本案件については、緊急措置診察を実施し、
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要緊急措置入院の判定を行った個別案件に過ぎず、患者個人の情報までも公に

することが必要であるとは認められない。 

また、本号ただし書ウの該当性について、異議申立人は、指定医は公務員で

あり、職務遂行の内容に係る情報は、氏名とともに開示すべき旨を主張する。

しかし、以上の記載において開示すべきとした情報を別として、その他の情報

全般について、公務員の職務遂行の内容に係る情報であるとして開示すべきも

のであると認めることはできない。 

 

３ 条例第７条第６号（事務事業執行情報）該当性について 

（１）実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報 

実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報は、別表の文書７に記載さ

れる指定医の氏名である。 

 

（２）本号の趣旨及び解釈 

本号は、本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業であ

って、公にすることにより、市等が行う事務又は事業の公正又は円滑な遂行の確

保に著しい支障を及ぼすおそれがある情報が記録された公文書を不開示とする

ことを定めている。 

本号にいう「当該事務又は事業の遂行」には、同種の事務又は事業が反復され

る場合の将来の事務又は事業の遂行も含まれ、「事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれ」とは、事務又は事業に関する情報を公にすることの公益性を

考慮してもなお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が見過ごすことの

できない程度のものをいう。そして、「支障を及ぼすおそれ」は、単なる抽象的

な可能性では足りず、事務又は事業の適正な遂行への支障が生ずることについて

一定の蓋然性が認められなければならない。 

 

（３）指定医の氏名の本号該当性について 

ア 実施機関の説明によると、指定医の氏名が公にされることにより、精神疾患

を有する患者や措置診察を受けた者から関係者が不当な問い合わせや圧力、干

渉等を受けるおそれがあり、実際に、指定医の自宅の近所に居住する者が措置

診察の対象で、措置入院決定後に当該対象者から嫌がらせを受けることをおそ

れ、指定医が措置診察の受入れをためらったという事例や、過去に措置入院の

対象となった者が保健所に数回訪れるなどし、「入院させたことについて謝罪

させたい」などと申立てをした事例、患者が診察医に殴りかかり、実際に診察

医が殴られた事例もあるとのことである。 
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種々の議論があるものの、精神保健福祉法の措置入院に係る規定に基づく指

定医の診察においては、通常の医師と患者の診療契約関係とは異なり、指定医

が診療内容などを被診察者やその家族に対して知らせるべき義務を負う立場

にあるとは、必ずしも認められるものではない。そのような関係において、情

報開示により、ある特定の個人がある特定の指定医により精神障害者と診断さ

れた結果に接した場合、誰しもがこれを従順かつ平穏に受容するという事態は

容易に想定し難いのであり、場合によっては、当該情報が虚偽であることを明

らかにしたいと考え、様々な行動に出ることが予想されないとはいえず、それ

らの行動が必ずしも平穏な態様でなされる保証もないといわざるをえない。 

この点を踏まえると、実施機関の主張のとおり、指定医の氏名を公にするこ

とにより、患者等から関係者が不当な圧力等を受けることをおそれ、指定医が

措置診察等の受入れや公正な診察をためらうおそれがあるといえる。 

イ 次に、指定医は、精神保健福祉法第１９条の４第３項で、その勤務する医療

施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、都道

府県知事又は政令指定都市の市長から措置診察等の求めがあった場合は、これ

に応じることが義務付けられているものの、実施機関の説明によると、現実的

に診察を引き受けることが可能な指定医が少なく、これらの指定医も診察や入

院患者の対応などに追われるような状況にあり、これまでにも２名の措置診察

を行う指定医を確保するために、指定医３０名程度に連絡を行い、数時間を要

したという事例もあるとのことである。 

この実施機関の説明を踏まえると、千葉市における指定医の数が十分である

とは認めがたい。 

なお、異議申立人は、千葉市は十分な数の指定医を確保する千葉県と比較し

ても、人口に対する指定医数の割合が約２．４２倍であり、千葉市が措置診察

の実施に苦慮しているという現状はないことを主張するが、異議申立人が挙げ

る事実のみをもって、千葉市における指定医の数が十分であると直ちにいえる

ものではない。 

ウ 精神保健福祉法の規定による措置入院等の指定医の診察が必要となる手続

においては、精神障害者の基本的人権に配慮すべき一方で、精神疾患の急激な

発症や精神症状の急変などにより、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害

を及ぼすおそれがあるため、緊急、迅速、公正な専門的、医学的判断に基づく

措置診察の実施が求められるものであり、特に緊急措置入院においては迅速な

対応の要請が強い。 

そのような状況にあって、指定医の氏名を公にした場合、上記ア及びイで述

べたとおり、千葉市における指定医の数が十分とはいえない中で、さらに指定
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医が措置診察等の受入れをためらい、指定医の確保に時間がかかってしまうお

それがある。また、指定医が公正な診察を行うことをためらうおそれもあると

いえる。その結果、適正な措置入院等の手続の遂行に支障が生ずることに一定

の蓋然性が認められるといえ、患者本人や他人の生命、身体等を保護すること

を目的とする措置入院等の性質上、その支障は見過ごすことのできないもので

あるといえる。 

したがって、指定医の氏名は条例第７条第６号に該当し、これを不開示とし

た実施機関の判断は妥当である。 

また、実施機関から主張はなかったが、別表の文書２ないし文書６及び文書

８には、本件措置診察等を行った指定医の氏名が記載されており、これが条例

第７条第６号に該当することも同様である。 

 

４ 条例第９条による裁量的開示について 

裁量的開示を行うに当たっては、条例第７条第２号から第６号までに該当する

不開示情報を開示することにより保護される利益に優越する公益上の理由がある

と認められなければならない。 

異議申立人は、聖マリアンナ医科大学の指定医の取消事件が与えた影響は甚大

であり、その指定医が関わった記録等を開示する公益性は極めて大きいとして、

条例第９条に基づく公益上の理由による開示を求めている。 

そこで検討すると、本件事件の報道の状況等に鑑みると、その原因等を究明す

るための調査・検証の重要性はいうまでもないが、上記第４で記述した実施機関

の判断の過程や判断要素の選択は、重要な事実の基礎を欠いたり、又は社会通念

に照らし著しく妥当性を欠いたりするものではなく、また、上記２（３）におい

て判断したとおり、不開示部分には、個人の病歴や身体特性など、仮に個人が識

別された場合に個人の権利利益の侵害が甚大であると認められる情報等が記載さ

れていることからすると、当該部分を不開示とすることにより保護される利益を

上回る公益上の必要性があるとは認められないとして、条例第９条による裁量的

開示を行わなかった実施機関の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められ

ない。 

 

５ 異議申立人のその余の主張について 

異議申立人のその余の主張については、本件開示決定の妥当性の判断に直接関係

するものでなく、また、以上の本審査会の判断に影響を及ぼすものではないので、

言及しない。 

別表 
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対象文書名 不開示とした部分 該当条文 

１ 「広報連絡

書」一式 

 なし ― 

２ 「精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

（以下「精神

保健福祉法」

という。）に

基 づ く 申

請・通報等の

結果処理に

ついて」決裁

文書一式 

（１）起案文 ・文書の日付、承認日、文

書番号 

・通報等受理日 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢 

・診察医の氏名、診察日時、

診察場所 

条例第７条

第２号 

（２）指定医による

診察命令書（案） 

・診察医の氏名 

・文書の日付 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢 

・診察の日時、場所 

条例第７条

第２号 

（３）精神障害者等

の保護通知書 

・文書の日付 

・被保護者の住所、氏名、

生年月日、年齢、保護の

事由、発見の場所 

・保護、引渡しの日時、引

渡先 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（４）精神保健及び

精神障害者福祉

に関する法律の

規定に基づく事

前調査書 

・文書の日付 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、電話番号 

・調査年月日、時刻 

・調査時の状況等 

条例第７条

第２号 

（５）追加調査書 ・被診察者の氏名、性別、

生年月日 

・陳述者の氏名、続柄、連

絡先 

・聴取内容 

条例第７条

第２号 
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３ 「精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

（以下「精神

保健福祉法」

という。）第

２７条によ

る指定医の

診察の結果

について」決

裁文書一式 

（１）起案文 ・文書の日付、承認日、文

書番号 

・通報等受理日 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢 

・診察医の氏名、診察日時、

診察場所、診断名 

・入院先医療機関 

条例第７条

第２号 

（２）精神保健福祉

法の規定による

精神障害者の申

請・通報等の結

果について（報

告）（案） 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察医の氏名、診察日、

診察場所 

・入院先医療機関、入院日 

条例第７条

第２号 

（３）措置入院に関

する診断書 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、病名、生活歴、入

院歴、問題行動・状態像、

診察時の特記事項 

・陳述者の氏名及び続柄（保

健所職員以外） 

・文書の日付、指定医氏名、

診察場所、診察日時 

・診察に立ち会った者（親

権者、配偶者等）の氏名、

続柄 

・行政庁の措置 

条例第７条

第２号 

（４）精神障害者の

診察結果につい

て 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察年月日、入院措置病

院、命令年月日、文書番

号 

条例第７条

第２号 

（５）措置入院者の

症状消退届 

・文書の日付 

・措置入院者の氏名、性別、

生年月日、年齢、住所、

条例第７条

第２号 
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病名、経過 

・保護者の氏名、続柄、生

年月日、年齢、住所 

・措置年月日 

・症状消退を認めた指定医

氏名 

・病院名、病院住所等、主

治医氏名 

・収受保健所名 

４ 「精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

第２９条の

２の規定に

よる緊急措

置入院の決

定について」

決裁文書一

式 

（１）起案文 ・文書の日付、承認日、文

書番号 

・通報等受理日 

・対象者の住所、氏名、生

年月日、診断名 

・診察医の氏名、診察日時、

診察場所 

・入院命令日、入院先医療

機関 

条例第７条

第２号 

（２）保健所から障

害者自立支援課

への報告メール 

・メールの日付、印刷日 

・対象者の住所、氏名、性

別、生年月日、年齢、診

断名 

・診察場所、診察日時、診

察医師名、告知時間 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（３）精神保健及び

精神障害者福祉

に関する法律の

規定に基づく事

前調査書 

・文書の日付 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、電話番号 

・調査年月日、時刻 

・調査時の状況等 

条例第７条

第２号 

（４）措置入院決定

のお知らせ（案） 

・措置入院者氏名 

・文書番号、文書の日付 

条例第７条

第２号 

（５）診察結果通知

書（案） 

・精神障害者の氏名 

・文書番号、文書の日付 

条例第７条

第２号 
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・指定医氏名 

・入院命令年月日、入院先

病院 

（６）措置入院決定

通知書（案） 

・精神障害者の氏名、生年

月日、住所 

・文書番号、文書の日付 

・病院名 

・措置番号 

・緊急措置入院年月日 

条例第７条

第２号 

（７）精神障害者の

診察結果につい

て（案） 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察年月日 

・入院措置病院 

・命令年月日 

・措置番号 

条例第７条

第２号 

（８）精神保健福祉

法の規定による

精神障害者の申

請・通報等の結

果について（報

告） 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察医の氏名、診察日、

診察場所、入院先医療機

関 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（９）精神障害者等

の保護通知書 

・文書の日付 

・被保護者の住所、氏名、

生年月日、年齢、保護の

事由、発見の場所 

・保護、引渡しの日時、引

渡先 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（１０）措置入院に

関する診断書 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、病名、生活歴、入

院歴、問題行動・状態像、

診察時の特記事項 

・陳述者の氏名及び続柄（保

健所職員以外） 

条例第７条

第２号 
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・文書の日付、指定医氏名、

診察場所、診察日時 

・診察に立ち会った者（親

権者、配偶者等）の氏名 

・行政庁の措置 

５ 「精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

第２９条の

規定による

措置入院の

決定につい

て」決裁文書

一式 

（１）起案文 ・文書の日付、承認日、文

書番号 

・通報等受理日 

・対象者の住所、氏名、生

年月日、診断名 

・診察医の氏名、診察日時、

診察場所 

・入院命令日、入院先医療

機関 

条例第７条

第２号 

（２）保健所から障

害者自立支援課

への報告メール 

・メールの日付、印刷日 

・対象者の住所、氏名、性

別、生年月日、年齢、診

断名 

・診察場所、診察日時、診

察医師名、告知時間 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（３）精神保健及び

精神障害者福祉

に関する法律の

規定に基づく事

前調査書 

・文書の日付 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、電話番号 

・調査年月日、時刻 

・調査時の状況等 

条例第７条

第２号 

（４）措置入院決定

のお知らせ 

・措置入院者氏名 

・文書番号、文書の日付 

条例第７条

第２号 

（５）診察結果通知

書 

・精神障害者の氏名 

・文書番号、文書の日付 

・指定医氏名 

・入院命令年月日、入院先

病院 

条例第７条

第２号 

（６）措置入院決定 ・精神障害者の氏名、生年 条例第７条
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通知書 月日、住所 

・文書番号、文書の日付 

・病院名 

・措置番号 

・措置入院年月日 

第２号 

（７）精神障害者の

診察結果につい

て 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察年月日 

・入院措置病院 

・命令年月日 

・措置番号 

条例第７条

第２号 

（８）精神保健福祉

法の規定による

精神障害者の申

請・通報等の結

果について（報

告） 

・文書の日付 

・精神障害者の氏名 

・診察医の氏名、診察日、

診察場所、入院先医療機

関 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（９）精神障害者等

の保護通知書 

・文書の日付 

・被保護者の住所、氏名、

生年月日、年齢、保護の

事由、発見の場所 

・保護、引渡しの日時、引

渡先 

・文書番号 

条例第７条

第２号 

（１０）措置入院に

関する診断書 

 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢、

職業、病名、生活歴、入

院歴、問題行動・状態像、

診察時の特記事項 

・陳述者の氏名及び続柄（保

健所職員以外） 

・文書の日付、指定医氏名、

診察場所、診察日時 

・診察に立ち会った者（親

権者、配偶者等）の氏名、

条例第７条

第２号 
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続柄 

・行政庁の措置 

６ 「措置入院

者の症状消

退届につい

て（管内分）」

決裁文書一

式 

（１）起案文 ・文書の日付、文書番号 

・精神障害者の住所、氏名、

性別、生年月日、年齢 

・病院名、取扱い保健所名 

・措置入院日、症状消退日 

条例第７条

第２号 

（２）措置入院者の

症状消退届につ

いて 

・文書番号、文書の日付 

・病院名、取扱い保健所名 

条例第７条

第２号 

（３）措置入院者の

症状消退届 

・文書の日付 

・措置入院者の氏名、性別、

生年月日、年齢、住所、

病名、経過 

・保護者の氏名、続柄、生

年月日、年齢、住所 

・措置年月日 

・症状消退を認めた指定医

氏名 

・病院名、病院住所等、主

治医氏名 

・収受保健所名 

条例第７条

第２号 

７ 「支出負担

行為伺書」決

裁文書一式 

 ・文書の日付、年度 

・報償費支払対象年月、診

察日、支払年月、支払予

定日 

・番号のうち年度を表す部

分 

・今回対象案件に係る指定

医氏名 

・指定医の債権者番号、郵

便番号、住所 

条例第７条

第２号 

 ・指定医氏名 条例第７条

第６号 
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８ 「精神保健

指定医取消

処分に係る

調査につい

て（回答）」

決裁文書一

式 

（１）起案文 なし ― 

（２）聖マリアンナ

医科大学宛て回

答書 

・医師氏名 条例第７条

第２号 

（３）聖マリアンナ

医科大学からの

照会文 

・指定医証番号、交付年月

日 

条例第７条

第２号 

９ 「取材報告

書について」

決裁文書一

式 

（１）起案文 なし ― 

（２）取材報告書 ・記者名 条例第７条

第２号 

 

 

＜参考＞ 

                            答申に至る経過 

 
 

    年 月 日               内 容 

 平成27年９月８日  諮問書の受理 

 平成27年10月14日  実施機関から理由説明書を受理 

 平成27年11月２日 異議申立人から意見書を受理 

 平成27年12月22日 審議（第１３２回審査会） 

 平成28年１月19日  実施機関から決定理由等の説明を聴取（第１３３回審査会） 

 平成28年２月24日  異議申立人から意見を聴取（第１３４回審査会） 

 平成28年２月28日 異議申立人から意見書を受理 

 平成28年３月16日 審議（第１３５回審査会） 

 平成28年４月26日 審議（第１３６回審査会） 

 平成28年５月24日 審議（第１３７回審査会） 

 平成28年７月21日 審議（第１３８回審査会） 

 平成28年９月１日 審議（第１３９回審査会） 

 


